
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
所
得
税
や

市
町
村
民
税
を
算
出
す
る
際
に
、
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
し
て
、

課
税
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
昨
年
一

年
間
に
納
め
た
保
険
料
の
合
計
で
す
。

過
去
に
未
納
で
あ
っ
た
期
間
や
、
免

除
を
受
け
て
い
た
期
間
の
保
険
料
を
納

め
た
と
き
、
ま
た
、
家
族
が
納
め
た
保

険
料
も
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

今
月
５
日
に
、
平
成
12
年
10
月
か
ら

平
成
13
年
１
月
ま
で
の
４
カ
月
分
の
児

童
手
当
が
振
り
込
み
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
振
り
込
ま
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
市

民
課
総
務
係
（
@
２
２
―

１
３
１
２
）

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

毎
年
、
自
動
車
の
登
録
、
検
査
手
続

き
が
３
月
に
集
中
し
、
窓
口
や
検
査
場

が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

車
検
は
、
有
効
期
限
の
１
カ
月
前
か

ら
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
手
続
き

を
で
る
だ
け
２
月
中
に
済
ま
せ
ま
し
ょ

う
。

Œ
東
北
運
輸
局
宮
城
陸
運
支
局

@
０
２
２
―

２
３
５
―

２
５
１
１

さ
ら
に
、
国
民
年
金
の
上
乗
せ
給
付

を
支
給
す
る
国
民
年
金
基
金
に
加
入
さ

れ
た
方
々
に
つ
い
て
も
、
掛
け
金
の
全

額
が
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
さ
れ
る
と
き
に
は
、
忘

れ
ず
に
控
除
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

Œ
市
民
課
国
民
年
金
係

@
２
２
―

１
３
１
２
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Living
Information

く 

百 

科 

ら 

し 

問は問い合わせ先です 

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す

今
月
は
児
童
手
当
の

支
給
月
で
す
！

自
動
車
の
登
録
、

検
査
手
続
き
は
お
早
め
に

Ｑ．
介
護
保
険
料
は
、
確
定
申
告
の
と

き
に
控
除
に
使
え
る
の
で
し
ょ
う

か
？
使
え
る
と
し
た
ら
、
何
を
持
っ

て
い
け
ば
い
い
の
で
す
か
。

Ａ．
平
成
12
年
12
月
ま
で
に
お
納
め
い

た
だ
い
た
介
護
保
険
料
が
、
平
成
12

年
分
の
確
定
申
告
の
際
に
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

Ｑ．
こ
の
春
に
会
社
を
退
職

し
ま
す
が
、
健
康
保
険
の

手
続
き
は
ど
の
よ
う
に
す

る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ．
勤
め
を
辞
め
た
場
合
、
任
意
継
続
保

険
か
国
民
健
康
保
険
の
ど
ち
ら
か
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
任
意
継
続

保
険
に
加
入
す
る
場
合
は
、
職
場
の
担

当
者
の
方
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
は
、
社

会
保
険
喪
失
日
の
わ
か
る
も
の
と
印
鑑

（
既
に
世
帯
内
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
人
が
い
る
場
合
は
、
国
民
健

康
保
険
の
保
険
証
）を
持
参
し
て
、
市
民

課
で
届
け
出
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
ま
す
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
は
前
年
中

の
所
得
と
固
定
資
産
税
、
加
入
者
数
な

ど
を
基
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

２
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
８
期
の
納

期
で
す
。
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

Œ
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

@
２
２
―

１
３
１
３

控
除
す
る
た
め
に
は
、
納
付
の
証

明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

の
方
は
年
金
保
険
者
か
ら
の
源
泉
徴

収
票
を
、
普
通
徴
収（
納
付
書
に
よ
る

納
付
）の
方
は
介
護
保
険
料
の
領
収
書

（
口
座
引
き
落
と
し
を
申
し
込
ま
れ
て

い
る
方
は
そ
の
通
帳
）を
忘
れ
ず
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

２
月
は
介
護
保
険
料
第
４
期
の
納
期

で
す
。
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

Œ
税
務
課
介
護
保
険
料
係

@
２
２
―

１
３
１
３

保
険
料 

質
問
箱 

介 

護 
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交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
の

犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁

に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を

起
訴
し
て
く
れ
な
い
（
不
起
訴
処
分
）。

こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の
方
の
た

め
に
検
察
審
査
会
が
あ
り
ま
す
。

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
権
を
有
す
る

一
般
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば

れ
た
11
人
の
審
査
員
で
構
成
さ
れ
、
検

察
官
の
し
た
不
起
訴
処
分
が
正
し
か
っ

た
か
ど
う
か
を
、
良
識
で
審
査
す
る
機

関
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
費
用

は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

Œ
仙
台
検
察
審
査
会
事
務
局

@
０
２
２
―

２
２
２
―

６
１
１
１

平
成
12
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

は
、
２
月
16
日
ª

か
ら
３
月
15
日
∫

ま

で
で
す
。

税
務
署
で
は
、
申
告
納
税
制
度
の
趣

旨
か
ら
、
確
定
申
告
書
な
ど
の
「
自
書

申
告
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

税
務
署
に
お
い
て
も
、「
自
書
申
告

会
場
」
を
設
け
て
、
ご
自
分
で
申
告
書

な
ど
を
記
載
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
相

談
体
制
を
採
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
ご
自
分
で
記
載
し
て
で
き
あ

が
っ
た
申
告
書
な
ど
は
、
お
早
め
に
郵

送
な
ど
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

Œ
大
河
原
税
務
署

@
０
２
２
４
―

５
２
―

２
２
０
２

Q&A
国保税

 

ご
存
じ
で
す
か
！

検
察
審
査
会

自
分
の
申
告
、

自
分
で
書
か
な
き
ゃ
！

平成13年１月１日から

国民健康保険と老人保健の一部が改正されました
この改正につきましては１月号でもお知らせいたしましたが、市民の皆さんに関係の深い部分をもう少し詳しくお知

らせいたします。

国民健康保険

老 人 保 健

高

額

療

養

費

外
来
の
と
き

病　院

診療所

入
院
の
と
き

高
額
医
療
費

○一般の方　　‥‥ 63,600円＋（医療費－318,000）×1％

○上位所得者（基礎控除後の所得が６７０万円以上の世帯で今回新設されました）

‥‥121,800円＋（医療費－609,000）×1％

例えば１カ月入院して医療費が700,000円（食事負担額や差額ベッド代などは除く）かかり、

その３割の210,000円を支払ったとしますと、国保から給付される額は次のようになります。

●一般

210,000－｛63,600＋（700,000－318,000）×0.01｝＝142,580円給付され、自己負担額は 67,420円となります。

●上位所得者（新設）

210,000－｛121,800＋（700,000－609,000）×0.01｝＝87,290円給付され、自己負担額は 122,710円となります。

○市民税非課税の世帯に属する方など　　‥‥35,400円（従来どおり）

≪１年間に４回以上対象となる場合、４回目から≫

○一般の方　　　　　　　　　　　‥‥37,200円（従来どおり）

○上位所得者　　　　　　　　　　‥‥70,800円

○市民税非課税世帯に属する方　　‥‥24,600円（従来どおり）

☆特定疾病に認定されている方の自己負担限度額は従来どおり10,000円です

定率１割負担

上　限 ２００床未満の病院　　 3,000円／月

２００床以上の病院　　 5,000円／月

１日につき800円（月４回まで）か、定率１割負担（上限3,000円／月）のどちらかを各診療所が

選択　　　※一部負担金の支払い方法は、各診療所に掲示してあります。なお、市保険課に

宮城県内の保険医療機関などの一部負担金支払い方法の一覧表を備えておりま

すので、お気軽にお問い合わせください。

※病院及び定率制を選択した診療所のうち、院外処方せんを交付されたときは、医療機関と薬局でそれぞ

れ定率１割負担（定額制の診療所の場合、薬局での支払いはありません。）

上　限 病　院・診　療　所　　医療機関に1,500円／月＋薬局に1,500円／月

２００床以上の病院　　医療機関に2,500円／月＋薬局に2,500円／月

◎定率１割負担　　※ 上　限 は、次のとおりです。

・一　般　　　　　　　　　　　　　　37,200円／月

・住民税非課税世帯等の人　　　　　　24,600円／月

・　　〃　　で老齢福祉年金受給者　　15,000円／月

◎食事負担　　１日　　780円

新　設 老人高額医療費支給制度が新たに設けられました。

１カ月に30,000円以上の一部負担金を支払った老人医療対象者が、同一世帯に複数いるときなどは、

合算して37,200円を超えた額が払い戻されます。

※住民税非課税世帯などの方の場合は、21,000円以上の一部負担金を合算して24,600円を超えた額

が払い戻されます。

Œ保険課国民健康保険係・老人保健係　@22―1361


